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独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
住
宅
の
二
〇
一
一
年
家
賃
改
定
の
動
き
等
に 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

関
す
る
意
見
書 

 

  

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
住
宅
の
家
賃
改
定
見
送
り
に
つ
い
て
は
、
自
民
、
公
明
、
民
主
、
共

産
、
社
民
等
各
党
国
会
議
員
の
申
し
入
れ
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
十
一
月
、
金
子
一
義
国
土
交
通
大
臣

（
当
時
）
が
、
都
市
再
生
機
構
に
対
し
「
き
び
し
い
経
済
情
勢
へ
の
配
慮
」
を
求
め
て
値
上
げ
延
期
の

要
請
を
行
い
、
都
市
再
生
機
構
が
決
定
し
て
以
来
、
今
日
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
る
。 

現
在
の
経
済
情
勢
の
も
と
、
高
齢
化
・
低
収
入
化
が
急
速
に
進
む
機
構
住
宅
居
住
者
の
暮
ら
し
は
引

き
続
き
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、
北
区
内
の
居
住
者
に
お
い
て
も
、
全
国
公
団
住
宅
自
治
会
協
議
会
が
行

っ
て
い
る
居
住
者
ア
ン
ケ
ー
ト
で
六
十
五
歳
以
上
を
含
む
世
帯
の
増
加
が
加
速
し
、「
年
金
が
収
入
の
中

心
」
世
帯
が
年
々
増
加
し
続
け
て
い
る
と
の
結
果
が
出
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
中
、
都
市
再
生
機
構
は
近
傍
同
種
家
賃
と
の
価
格
是
正
を
図
る
「
家
賃
改
定
ル
ー
ル
」

に
基
づ
き
、
延
期
し
て
い
た
三
年
ご
と
の
家
賃
改
定
実
施
に
向
け
て
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

民
間
の
高
額
家
賃
マ
ン
シ
ョ
ン
が
増
加
し
て
い
る
二
十
三
区
内
に
お
い
て
は
、
家
賃
は
際
限
な
く
上
昇

し
、
現
在
の
機
構
家
賃
最
高
額
が
月
額
三
十
万
円
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
住
宅
も
あ
る
。 

よ
っ
て
、
本
区
議
会
は
政
府
に
対
し
、
都
市
再
生
機
構
の
あ
り
方
が
検
討
さ
れ
て
い
る
中
、
国
の
責

任
で
公
的
賃
貸
住
宅
を
守
る
見
地
か
ら
の
政
策
推
進
と
、「
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
法
」
に
よ
り
、
機

構
住
宅
も
公
的
賃
貸
住
宅
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
現
状
を
踏
ま
え
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
に
対

し
左
記
事
項
を
要
請
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

記 
 

一
、
都
市
再
生
機
構
が
進
め
て
い
る
平
成
二
十
三
年
四
月
の
継
続
居
住
者
の
家
賃
改
定
に
際
し
、
居
住

者
の
生
活
実
態
や
社
会
情
勢
に
か
ん
が
み
、
家
賃
値
上
げ
を
行
わ
ず
据
え
置
き
に
し
、
高
額
家
賃
に

つ
い
て
は
引
き
下
げ
る
こ
と
。 

 
 

二
、
都
市
再
生
機
構
賃
貸
住
宅
が
「
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
法
」
を
担
う
公
的
住
宅
と
し
て 

 
 
 

位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
家
賃
の
「
改
定
ル
ー
ル
」
の
見
直
し
の
検
討
を
図
る 

こ
と
。 

 

 

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

 
 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

東
京
都
北
区
議
会
議
長 

宇 

野 
 
 

等 
 

   

内
閣
総
理
大
臣 

 

菅 
 
 

直 

人 

殿 
 

 
 
 

 
 

 

国
土
交
通
大
臣 

 

馬 

淵 

澄 

夫 

殿



 

 

ヒ
ト
Ｔ
細
胞
白
血
病
ウ
イ
ル
ス
１
型(

Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
‐
１)

総
合
対
策
を
求
め
る
意
見
書 

 
ヒ
ト
Ｔ
細
胞
白
血
病
ウ
イ
ル
ス
１
型(

Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
‐
１)

の
国
内
で
の
感
染
者
数(

キ
ャ
リ
ア)

は
、

百
万
人
以
上
と
推
定
さ
れ
、
そ
の
数
は
Ｂ
型
・
Ｃ
型
肝
炎
に
匹
敵
す
る
。
毎
年
約
千
人
以
上
が

成
人
Ｔ
細
胞
白
血
病
（
Ａ
Ｔ
Ｌ
）
で
命
を
落
と
し
、
せ
き
髄
疾
患
（
Ｈ
Ａ
Ｍ
）
発
症
者
は
激
痛

や
両
足
麻
痺
、
排
尿
障
害
に
苦
し
ん
で
い
る
。 

現
在
の
主
な
感
染
経
路
は
、
母
乳
を
介
し
て
母
親
か
ら
子
ど
も
に
感
染
す
る
母
子
感
染
と
性

交
渉
に
よ
る
感
染
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
母
子
感
染
が
六
割
以
上
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
ウ
イ
ル

ス
の
特
徴
は
、
感
染
か
ら
発
症
ま
で
の
潜
伏
期
間
が
四
十
年
か
ら
六
十
年
と
長
い
こ
と
か
ら
一

部
自
治
体
で
は
、
妊
婦
健
康
診
査
時
に
Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
‐
１
抗
体
検
査
を
実
施
し
、
陽
性
の
妊
婦
に

は
授
乳
指
導
を
行
う
こ
と
で
、
効
果
的
に
感
染
の
拡
大
を
防
止
し
て
い
る
。 

平
成
二
十
二
年
十
月
、
厚
生
労
働
省
は
、
官
邸
に
設
置
さ
れ
た
「
Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
‐
１
特
命
チ
ー

ム
」
に
お
け
る
決
定
を
受
け
、
Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
‐
１
抗
体
検
査
を
妊
婦
健
康
診
査
の
標
準
的
な
検
査

項
目
に
追
加
し
、
妊
婦
健
康
診
査
臨
時
特
例
交
付
金
に
基
づ
く
公
費
負
担
の
対
象
と
で
き
る
よ

う
通
知
を
改
正
し
、
各
自
治
体
に
発
出
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
全
国
で
感
染
拡
大
防
止
対
策
が
実

施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
医
療
関
係
者
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
研
修
や
キ
ャ
リ

ア
妊
婦
な
ど
の
相
談
体
制
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
診
療
拠
点
病
院
の
整
備
、
予
防
・
治
療

法
の
研
究
開
発
、
国
民
へ
の
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
な
ど
の
総
合
的
な
対
策
の
推
進
が
不
可

欠
で
あ
る
。 

よ
っ
て
、
本
区
議
会
は
政
府
に
対
し
、
ヒ
ト
Ｔ
細
胞
白
血
病
ウ
イ
ル
ス
１
型(

Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
‐
１)

の
感
染
拡
大
防
止
に
伴
う
「
Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
‐
１
総
合
対
策
」
を
推
進
す
る
た
め
、
左
記
の
項
目
に

つ
い
て
早
急
に
実
現
す
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 
 
 
 
 
 
 

 

一
、
潜
在
患
者
の
把
握
な
ど
実
態
調
査
を
行
い
、
妊
婦
健
康
診
査
で
は
Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
‐
１
抗
体
検

査
を
実
施 

す
る
こ
と
。 

一
、
医
療
関
係
者
や
地
域
保
健
担
当
者
へ
Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
‐
１
の
情
報
提
供
と
研
修
会
を
実
施
す
る

こ
と
。 

一
、
Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
‐
１
母
子
感
染
対
策
協
議
会
を
全
都
道
府
県
に
設
置
し
、
検
査
体
制
、
保
健
指

導
・
カ
ウ 

ン
セ
リ
ン
グ
体
制
の
整
備
を
図
る
こ
と
。 

一
、
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、
感
染
者
お
よ
び
発
症
者
の
相
談
支
援
体
制
の
充
実
を
図

る
こ
と
。 

一
、
感
染
者
お
よ
び
発
症
者
の
た
め
の
診
療
拠
点
病
院
の
整
備
を
拡
充
す
る
こ
と
。 

一
、
発
症
予
防
や
ワ
ク
チ
ン
開
発
な
ど
治
療
法
に
関
す
る
研
究
を
大
幅
に
推
進
す
る
こ
と
。 

 

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東
京
都
北
区
議
会
議
長 

宇 

野 
 

等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

菅 
 
 

直 

人 

殿 

厚
生
労
働
大
臣 

細 

川 

律 

夫 
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若
者
の
就
職
難
打
開
を
求
め
る
意
見
書 

 
就
職
「
新
」
氷
河
期
と
言
わ
れ
る
中
、
「
就
職
活
動
に
一
年
以
上
か
け
て
い
る
」
「
百
社
以
上
に
応
募

し
た
が
決
ま
ら
な
い
」
な
ど
、
就
職
難
に
苦
し
む
若
者
や
保
護
者
な
ど
か
ら
、
悲
痛
な
声
が
寄
せ
ら
れ
、

そ
の
解
決
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。 

政
府
も
就
職
難
打
開
に
向
け
て
努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
実
態
は
厳
し
い
も
の
が
あ
る
。

民
間
シ
ン
ク
タ
ン
ク
の
調
査
で
は
、
平
成
二
十
三
年
卒
業
予
定
の
学
生
求
人
倍
率
は
、
前
年
の
一･

六
二

倍
か
ら
一･

二
八
倍
に
低
下
し
、
全
国
の
民
間
企
業
の
求
人
総
数
（
計
画
）
は
、
前
年
の
七
二･

五
万
人

か
ら
五
八･

二
万
人
へ
と
約
二
割
も
減
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。 

 
 

ま
た
、
十
一
月
十
六
日
に
、
文
部
科
学
、
厚
生
労
働
両
省
が
発
表
し
た
来
春
卒
業
予
定
の
大
学
生
の

就
職
内
定
率
（
十
月
一
日
現
在
）
は
五
七･

六
％
で
、
調
査
を
開
始
し
た
一
九
九
六
年
以
降
で
最
悪
の
状

況
と
な
っ
て
い
る
。 

更
に
、
就
職
活
動
の
早
期
化･

長
期
化
は
、
学
生
の
重
い
負
担
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
「
ゼ
ミ

が
成
立
し
な
い
」
な
ど
、
大
学
教
育
に
も
大
き
な
弊
害
を
も
た
ら
し
て
お
り
、
学
業
と
両
立
で
き
る
「
就

活
ル
ー
ル
」
の
確
立
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

若
者
の
社
会
へ
の
第
一
歩
を
応
援
し
、
新
卒
者
の
求
人
と
雇
用
を
増
や
す
た
め
に
も
、
非
正
規
雇
用

を
拡
大
し
た
労
働
法
制
の
見
直
し
や
内
需
底
上
げ
の
経
済
運
営
と
あ
わ
せ
て
、
経
済
界
・
労
働
界
に
向

け
て
の
積
極
的
な
働
き
か
け
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

よ
っ
て
、
本
区
議
会
は
政
府
に
対
し
、
左
記
の
点
を
強
く
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

記 

 

一
、 

企
業
・
経
済
界
に
対
し
、
新
卒
者
の
求
人
と
採
用
確
保
を
強
力
に
は
た
ら
き
か
け
る
と
と 

も
に
、
企
業
の
雇
用
受
け
皿
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、
労
働
界
に
も
協
力
を
呼
び
か
け
る

こ
と
。 

二
、 

就
職
活
動
の
ル
ー
ル
確
立
や
就
職
活
動
す
る
学
生
へ
の
支
援
な
ど
、
就
職
活
動
を
改
善
す 

る
こ
と
。 

三
、 

採
用
計
画
の
策
定
や
内
定
取
り
消
し
の
防
止
な
ど
、
企
業
の
社
会
的
責
任
を
踏
ま
え
、
政 

府
と
企
業
が
連
携
し
、
雇
用
促
進
の
法
整
備
を
図
る
こ
と
。 

 

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

東
京
都
北
区
議
会
議
長 

宇 

野 
 

等 

  

内
閣
総
理
大
臣 

菅 
 
 

直 

人 

殿 

厚
生
労
働
大
臣 

細 

川 

律 

夫 

殿 

経
済
産
業
大
臣 

大 

畠 

章 

宏 

殿 
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